
 

 

 

 

 

（１） 集落協定の概要 

協定の対象となる農用地において、耕作放棄地の発生を防止し、将来にわたって持

続的な農業生産活動等を可能とすることにより、集落の持つ多面的機能の確保を図

ることを目的に実施される。 

 

（２） 協定農用地の基準別の面積及び交付額 

◆地     目  田 

◆交付金交付面積  ６３７，６８８㎡ 

    ◆交 付 金 交 付 額   １１，１６２，５７８円 

        

（３） 集落協定締結数及び各集落への交付額 

◆集 落 協 定 数  １３協定 

◆協定参加者総数  ２４８名 

   ◆各集落別交付額   中佐久間長井集落      ５５５，９３３円              

中佐久間大橋集落    ６５５，１１７円              

中佐久間塚原集落    ８６６，２９２円              

中佐久間赤伏集落  １，７８５，５１１円 

中佐久間石畑集落    ３４７，２３５円              

中佐久間谷集落   １，１８９，４３８円              

中佐久間柳杭集落    ５２７，２９２円                 

中佐久間谷田集落    ２８８，０１３円 

             上佐久間和田口集落 １，３２６，３２９円 

             上佐久間柳杭集落  １，０５４，０３９円 

             上佐久間片山集落    ５３４，０２４円 

             上佐久間上集落   １，５５４，８０７円 

             小保田向田集落     ４７８，５４８円 

              

              

本公表は、中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用「第１６ 実施状況の公表」に基

づき実施しています。 


